
Ⅰ．はじめに

法人税法22条4項は、内国法人の各
事業年度の所得の金額の計算上、益金
の額に算入すべき金額及び損金の額に
算入すべき金額は、一般に公正妥当と
認められる会計処理の基準に従って計
算されるものとすると定めています。
この規定は、最高裁平成5年11月25
日判決において、「現に法人のした利
益計算が法人税法の企図する公平な所
得計算という要請に反するものでない
限り、課税所得の計算上もこれを是認
するのが相当であるとの見地から、収
益を一般に公正妥当と認められる会計
処理の基準に従って計上すべきものと
定めたものと解される」と判示されて
います。
今回は、この法人税法22条4項の公
正妥当と認められる会計処理の基準が
争点となった判決をご紹介します。

Ⅱ．不動産流動化実務指針
における金融取引処理
を前提とした会計処理

平25．07．19東京高裁
（Ｚ888－1808）（棄却）（確定）
平25．02．25東京地裁
（Ｚ888－1783）（棄却）（控訴）

1．事案の概要
A社（原告・控訴人）は、その所有
する土地及び建物等を信託財産とする
信託契約を締結した上で、それに基づ
く受益権を第三者に譲渡すること等を
内容とするいわゆる不動産の流動化を
し、これについて、本件信託受益権の
譲渡をもって信託財産の譲渡と取り扱
った内容の会計処理をして、この会計
処理を前提とした内容の法人税の確定
申告をしていました。本件は、A社が
上記の不動産の流動化について本件信
託財産の譲渡を金融取引として取り扱
う会計処理をすべきである旨の証券取
引等監視委員会の指導を受け、過年度

の会計処理の訂正をしたことから、通
則法（平成23年改正前のもの）23条1
項1号に基づき、更正の請求をしたと
ころ、豊島税務署長から更正をすべき
理由がない旨の通知を受けたため、そ
の取消しを求めた事案です。
2．東京高裁の判断（東京地裁は省略）
不動産流動化実務指針は、不動産等

が法的に譲渡され、かつ、その対価を
譲渡人が収入として得ているときであ
っても、なお、子会社等を含む譲渡人
に残された同指針のいう意味での不動
産のリスクの程度を考慮して、これを
金融取引として取り扱うことがあると
したものであるが、法人税法は、適正
な課税及び納税義務の履行を確保する
ことを目的とし、資産又は事業から生
ずる収益に係る法律関係を基礎に、そ
れが実質的には他の法人等がその収益
として享受するものであると認められ
る場合を除き、基本的に収入の原因と
なった法律関係に従って、各事業年度
の収益として実現した金額を当該事業
年度の益金の額に算入するなどし、当
該事業年度の所得の金額を計算すべき
ものとしていると解される。
本件におけるように、信託に係る受

益権が契約により法的に譲渡され、当
該契約に定められた対価を現に収入と
して得た場合において、それが実質的
には他の法人等がその収益として享受
するものであると認められる場合では
なくても、また、同法において他の法
人との関係を考慮することができると
定められたときにも当たらないにもか
かわらず、他の法人との関係をも考慮
し、リスク・経済価値アプローチによ
り、当該譲渡を有償による信託に係る
受益権の譲渡とは認識せず、専ら譲渡
人について、当該譲渡に係る収益の実
現があったものとしない取扱いを定め
た同指針は、上記目的を有する同法の
公平な所得計算という要請とは別の観
点に立って定められたものとして、税
会計処理基準に該当するものとはいえ
ないといわざるを得ない。

Ⅲ．住宅ローン債権の流動
化取引に係る劣後受益
権の会計処理

平26．08．29東京高裁
（Ｚ888－1897）（全部取消し）（確定）
平24．11．2東京地裁
（Ｚ262－12088）（棄却）（控訴）

1．事案の概要
本件は、銀行業務等を営むB社（原
告・控訴人）が保有していた劣後受益
権の収益配当金の会計処理につき、金
融商品会計実務指針105項の適用ある
いは類推適用があるものとして、同項
の「受取利息」に相当する「買入金銭
債権利息額」と「元本の回収」に相当
する「買入金銭債権償還額」とに区分
し、前者のみを収益に計上する処理を
行ったことは適法な会計処理か否かが
争点となった事例です。
2．東京地裁の判断
金融商品会計実務指針105項の要件

に該当する場合において、その債権の
取得価額と債権金額の差額について同
項所定の償却原価法により会計処理す
ることは、法人税法22条4項にいう「一
般に公正妥当と認められる会計処理の
基準」に従った適法な処理であると解
するのが相当である。
本件各劣後受益権の帳簿価額と債権
金額の差額は、帳簿処理に伴う技術的
な理由によって計上されたものにすぎ
ず、各受益権の支払日までの金利を反
映して定められた金額ではない等か
ら、本件各劣後受益権については、お
よそ同項が、「債権の支払日までの金
利を反映して債権金額と異なる価額で
債権を取得した場合」に、期間配分に
よる償却原価法に基づく処理をさせる
こととした前提を欠くものであること
は明らかである。
3．東京高裁の判断
控訴人が、各劣後受益権につき、金
融商品会計実務指針105項と同様の会
計処理をし、継続して同様の処理基準

により収益を計上したことが、取引の
経済的実態からみて合理的なものであ
る場合には、法人税法上も正当なもの
として是認されるべきであるといえ
る。
各劣後受益権については、経済的な
実態として同指針105項の「金利を反
映して」債権金額と異なる価額で債権
を保有しているということができ、ま
た、この点において同指針105項と類
似した利益状況となっているというこ
とができると解される。
各劣後受益権の元本の償還は、信託
受託者により受領された元本回収金か
ら行われ、帳簿価額と債権金額の差額
が元本として償還されることはないか
ら、収益配当金の全額を収益として計
上すると、信託終了時の事業年度にお
いて、本件差額は、損失として計上さ
れることとなる。
以上の状況を前提に、控訴人が、信
託終了時の事業年度において、財産の
減少がないにもかかわらず、本件差額
の部分を損失として計上することは、
経済的実態と齟齬すると判断して、そ
のような事態を回避するため、劣後受
益権の収益配当金につき、同指針105
項同様の会計処理することは、取引の
経済的実態からみての合理性を否定さ
れるものとはいえないと解すべきであ
る。

Ⅳ．おわりに

「公正妥当と認められる会計処理の
基準」の解釈については、さらに事例
の蓄積を要しますが、上記の判決を検
討することは、解釈の一助となると思
われます。

収録内容に関するお問合せは
データベース編集室へ
TEL03－5496－1416

小菅 貴子[本郷支部]

公正妥当と認められる会計処理
の基準が争点となった判決

2015年〔平成27年〕7月1日〔水曜日〕 東 京 税 理 士 界 〔第三種郵便物認可〕 VolumeNo.702【12】


